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マイナンバーマイナンバーマイナンバーマイナンバー

　国が進める「マイナンバー制度」につい
て、今後数回に分けてお知らせします。

　マイナンバー制度は、複数の機関に存在す
る個人情報を、同一人の情報であるということ
を確認できるようにする制度であり、国民の利
便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社
会を実現する社会基盤です。

問い合わせ（国のコールセンター）
【日本語窓口】０５７０－２０－０１７８（全国共通ナビダイヤル）
【外国語窓口】０５７０－２０－０２９１（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応）
　　　　平日９時３０分～１７時３０分（土日祝日・年末年始を除く）

社会保障・税番号制度がはじまります
～平成２７年１０月からマイナンバーを通知～ 愛称：マイナちゃん

個人番号カード（表面）イメージ 個人番号カード（裏面）イメージ

１人に１つ

マイナンバーが

通知されます

マイナンバー制度とは

　マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の
手続きなど、法律で定められた行政手続にし
か使えません。

マイナンバーの利用は限られています

①各種申請等の行政手続の際に添付書類が
減るなど、国民の負担が軽減されます。

②行政機関や地方公共団体などで、様々な情
報の照合、転記、入力などに要している時間
や労力が削減されることで、行政運営の効
率化につながります。

③所得や行政サービスの受給状況を把握しや
すくなるため、不当に負担を免れたり、不正
に給付を受けたりすることを防止するとと
もに、本当に困っている方にきめ細かな支
援を行うことができるようになります。

制度導入のメリット

　皆さんにマイナンバー（１２桁の個人番号）
を通知するためのカードで、平成２７年１０月か
ら住民票の住所に送付します。

通知カード

　通知カードを受け取られた後に申請することで、
平成２８年１月から｢個人番号カード」の交付を受け
ることができます。
　個人番号カードは、顔写真付ＩＣカードで、表面に
氏名・住所・生年月日・性別を、裏面にマイナンバーが
記載されます。身分証明書として利用できます。

個人番号カード

社会保障

■年金・雇用保険の資格取得や確
認、給付

■ハローワークの事務
■医療保険などの保険料徴収
■福祉分野の給付、生活保護　

など

税
■税務当局に提出する確定申告

書、届出書、調書などに記載
■税務当局の内部事務　　  など

災害対策 ■被災者生活再建支援金の支給
■被災者台帳の作成事務　  など

●おたずね／政策企画課（☎２１－６６１２）
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　児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
る

方
は
、
所
得
状
況
や
お
子
さ
ん
の
養
育
状
況

の
確
認
の
た
め
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
現
況
届
の
手
続
き

　対
象
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
必
要
な
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
現
況
届
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
６
月
末
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
子
ど
も
政
策
課
へ
の
郵
送
で
の

提
出
も
可
）

※

提
出
が
遅
れ
た
場
合
、
10
月
支
給
予
定

の
手
当
が
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※

最
近
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
な
ど
で
、
手

当
等
の
申
請
（
請
求
）
が
お
済
み
で
な

い
児
童
分
に
つ
い
て
は
、
別
途
お
早
め

に
申
請
（
請
求
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

★
平
日
受
付
（
本
庁
と
全
支
所
）：
６
月

１
日
（
月
）〜
30
日
（
火
）
８
時
30
分

〜
17
時
15
分

★
平
日
夜
間
受
付
（
本
庁
の
み
）：

　６
月
８
日
（
月
）〜
12
日
（
金
）
17
時

30
分
〜
20
時

★
土
日
受
付
（
本
庁
の
み
）：

　６
月
６
日
（
土
）、
７
日
（
日
）、

　27
日
（
土
）、
28
日
（
日
）

　９
時
〜
12
時

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
（
出

雲
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
は
、
提
出
不
要
で
す
）

②
印
鑑
（
認
印
で
構
い
ま
せ
ん
が
、
ス
タ

ン
プ
印
は
不
可
）

③
そ
の
他
、平
成
27
年
度
（
平
成
26
年
分
）

所
得
（
課
税
）
証
明
書
な
ど
、
必
要
な

書
類
の
提
出
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

◆
手
続
き
に
あ
た
っ
て

※

平
成
26
年
分
の
所
得
等
の
状
況
に
よ
っ

て
は
、
受
給
者
の
変
更
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
基
本
的
に
、
父

母
の
う
ち
、
所
得
の
高
い
方
が
、「
生

計
中
心
者
」
と
し
て
手
当
等
を
受
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）
　

※

現
況
届
を
審
査
し
た
結
果
、
所
得
制
限

限
度
額
以
上
の
場
合
、「
児
童
手
当
」

の
代
わ
り
に
「
特
例
給
付
」
と
し
て
、

支
給
対
象
児
童
一
人
当
た
り
月
額
５
千

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

生
計
中
心
者
が
単
身
赴
任
な
ど
で
児
童

と
別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
生
計
中
心

者
の
「
住
所
地
の
市
区
町
村
」
で
現
況

届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※

こ
れ
ま
で
出
雲
市
で
手
当
等
を
受
給
し

て
い
て
、
新
た
に
公
務
員
（
独
立
行
政

法
人
職
員
、
財
団
等
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
人
を
除
く
）
に
な
っ
た
方
は
、
出
雲

市
へ
「
消
滅
届
」
の
提
出
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
計
中
心
者
が

公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
で
手
当
等

を
受
給
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
す
。

◆
手
続
き
の
場
所

　子
ど
も
政
策
課
及
び
各
支
所
の
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
（
平
田
支
所
は
市
民
福
祉
課
、
斐
川

支
所
は
健
康
福
祉
課
）

お
た
ず
ね
／

　
　子
ど
も
政
策
課

　
　
　
　☎
㉑
６
９
６
３

★所得制限

★支給額
　　　　　＜所得制限未満：児童手当＞　 　　　　　＜所得制限以上：特例給付＞

扶養親族の数 限度額目安
（給与収入ベース）

０人 8 3 3 . 3 万円

１人 8 7 5 . 6 万円

２人 9 1 7 . 8 万円

３人 9 6 0 万円

児童の年齢 児童一人当たり月額

３歳未満 一律 15,000円

３歳以上～ 第１・２子 10,000円

小学校修了前 第３子15,000円

中学生 一律 10,000円

児童の年齢 児童一人当たり月額

０歳～中学生 一律　5,000円

※児童手当での「第１子」「第２子」「第３子」とは、            
　出生から高校卒業までの年齢（18歳の年度末まで）　　　
　の間にあるお子さんで数えたものです。

※世帯合算の所得ではなく、受給する方（生計中心者）　
　の所得のみで判定します。

平
成
25
・
26
年
度
の
現
況
届
を
未
提

出
の
方
は
、
あ
わ
せ
て
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

今
年
も
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
の
支
給
が
あ
り
ま

す
。
手
続
き
に
つ
い
て
は
５

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

児
童
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は

児
童
手
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は
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